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　大地震にともなう津波や大雨による河川の増水などの水害に備え、
防災意識を高めていただくため、平成24年３月に標高サインを市内
の電柱や避難所などに設置しました。
　現在、約680か所に標高サインを設置していますが、さらなる「安全・
安心」をめざすため、多くの皆さんが利用する市内の医療機関・金融
機関、スーパー、コンビニエンスストアなどへの設置に協力をお願い
します。
サイズ　Ａ４横版
色　青地に白文字（蛍光）
※その場所にあった高さを表示した標高サインを提供します。
※詳細については、問い合わせてください。

消
　
防

相
　
談

　

９
（
き
ゅ
う
）と
９
（
き
ゅ
う
）で

「
き
ゅ
う
き
ゅ
う
の
日
」、
す
な
わ
ち

「
救
急
の
日
」で
す
。

　
「
救
急
の
日
」は
、
救
急
業
務
お
よ

び
救
急
医
療
に
対
し
て
皆
さ
ん
の
理

解
と
認
識
を
深
め
て
い
た
だ
く
と
と

も
に
、
救
急
医
療
関
係
者
の
意
識
の

高
揚
を
図
る
こ
と
を
目
的
に
昭
和
57

年
に
定
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

以
来
、
毎
年
９
月
９
日
を「
救
急

の
日
」と
し
、
こ
の
日
を
含
む
１
週

間
を「
救
急
医
療
週
間
」（
９
月
７
日

㈰
～
13
日
㈯
）と
し
て
、
全
国
各
地

に
お
い
て「
救
急
蘇
生
法
の
普
及
・

啓
発
」を
全
国
共
通
の
テ
ー
マ
と
し

て
救
急
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
行
事

が
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

◆
あ
な
た
は
愛
す
る
人
を
救
え
ま
す

か
　

突
然
の
事
故
や
病
気
な
ど
の
と
き
、

救
急
隊
が
現
場
に
到
着
す
る
ま
で
の

間
に
、
救
急
現
場
に
居
合
わ
せ
た
人

が
、
迅
速
な
119
番
通
報
、
Ａ
Ｅ
Ｄ
の

使
用
を
含
め
た
適
切
な
応
急
手
当
を

速
や
か
に
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、

傷
病
者
の
救
命
効
果
が
一
層
向
上
し

ま
す
。

　

虐
待
や
い
や
が
ら
せ
、
差
別
な
ど

で
お
困
り
の
高
齢
者
や
障
が
い
者
の

方
、
周
り
で
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
見

聞
き
し
た
と
い
う
方
、
電
話
に
よ
る

相
談
に
応
じ
ま
す
。

　

相
談
は
無
料
、
秘
密
は
厳
守
し
ま

す
の
で
、
ひ
と
り
で
悩
ま
ず
、
気
軽

に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

と
き　

９
月
８
日
㈪
～
14
日
㈰

　

法
律
の
専
門
家
で
あ
る
公
証
人
は
、

　

法
の
日
に
ち
な
み
、
司
法
書
士
会

に
よ
る
無
料
法
律
相
談
会
を
行
い
ま

す
。

内�

容　

土
地
建
物
の
登
記
・
法
人
の

登
記
、
相
続
、
遺
言
、
売
買
、
贈

与
、
借
金
の
整
理
な
ど
法
律
に
関

す
る
事
項

と
き　

10
月
１
日
㈬

　

午
後
１
時
～
４
時

と
こ
ろ　

市
役
所
４
階
第
５
会
議
室

申�
込
方
法　

９
月
26
日
㈮
午
後
４
時

30
分
ま
で
に
予
約

※
予
約
優
先

予
約
先

　

�

愛
知
県
司
法
書
士
会
西
三
河
支
部

所
属
予
約
担
当
司
法
書
士

　

海
藤
洋
文
事
務
所

　

☎
５
２
‒
０
１
５
０

９
月
９
日
は
救
急
の
日

救
急
医
療
週
間

高
齢
者
・
障
害
者
の
人
権

あ
ん
し
ん
相
談
強
化
週
間

10
月
１
日
～
７
日
は
公
証
週
間

日
曜
公
証
相
談
所
開
設

全
国
一
斉
司
法
書
士
会

無
料
法
律
相
談
会

　

ま
た
、
傷
病
者
の
救
命
の
た
め
に

は
、
救
急
現
場
に
居
合
わ
せ
た
人
に

よ
る
応
急
手
当
、
救
急
隊
員
の
応
急

処
置
と
搬
送
、
医
療
機
関
で
の
処
置

の
連
携
が
ス
ム
ー
ズ
に
行
わ
れ
る
こ

と
が
不
可
欠
で
す
。

　

衣
浦
東
部
広
域
連
合
消
防
局
で
は
、

救
命
講
習
会
を
毎
月
開
催
し
て
い
ま

す
の
で
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
方
に

応
急
手
当
を
身
に
つ
け
て
い
た
だ
く

と
と
も
に
、
救
急
業
務
や
救
急
医
療

の
正
し
い
理
解
と
認
識
を
深
め
て
い

た
だ
く
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ
先

　

衣
浦
東
部
広
域
連
合
消
防
局

　

消
防
課

　

☎
６
３
‒
０
１
３
５

※�

月
～
金
曜
日
の
午
前
８
時
30
分
～

午
後
７
時

※�

土
・
日
曜
日
は
、
午
前
10
時
～
午

後
５
時

相
談
員　

人
権
擁
護
委
員

相
談
先

　

相
談
専
用
電
話
番
号

　

☎
０
５
７
０
‒
０
０
３
‒
１
１
０

大
切
な
契
約
や
遺
言
な
ど
に
つ
い
て

法
律
的
に
慎
重
に
検
討
し「
公
正
証

書
」作
成
の
手
伝
い
を
し
て
い
ま
す
。

　

公
証
週
間
に
あ
わ
せ
、
日
曜
公
証

相
談
所
を
開
設
し
ま
す
の
で
、
気
軽

に
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

内
容

①�

遺
言
、
離
婚
・
金
銭
貸
借
・
借

地
・
借
家
・
任
意
後
見
契
約
な
ど

の
公
正
証
書
の
作
成　

②�

会
社
設
立
の
定
款
や
外
国
提
出
書

類
な
ど
の
認
証
な
ど

と
き　

10
月
５
日
㈰　

　

午
前
９
時
～
午
後
４
時

※
電
話
に
よ
る
無
料
相
談
も
実
施

※�

こ
の
日
時
以
外
は
、
平
日
午
前
８

時
30
分
～
午
後
５
時
に
無
料
相
談

を
受
付

問
合
せ
先

　

西
尾
公
証
役
場

　
（
西
尾
市
花
ノ
木
町
）

　

☎
０
５
６
３
‒
５
４
‒
５
６
９
９申込・問合せ先　市都市防災グループ　☎ 52-1111（内線 228 ·229）

標高サインの
追加設置場所募集


